
平成23年12月橋本市議会定例会会議録（第４号）その２ 

平成23年12月７日（水） 

                                           

      

（午前９時30分 開議） 

○議長（井上勝彦君）皆さん、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は22人で全員でありま

す。 

                     

○議長（井上勝彦君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（井上勝彦君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において１番 辻本君、

10番 妙中君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（井上勝彦君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番17、８番 中西君。 

〔８番（中西峰雄君）登壇〕 

○８番（中西峰雄君）おはようございます。 

 議長のお許しを得ましたので、一般質問を

始めさせていただきます。 

 私の一般質問は、大きく２項目でございま

す。 

 まず一点目、し尿収集料金、浄化槽清掃料

金について、でございます。これは、９月議

会にもさせていただいたんですけれども、ち

ょっと時間の関係で細かくできなかったので、

再度させていただきます。私が今回これをさ

せていただくというのは、私の基本的な考え

方として、日本国の生産性が一部の輸出企業

を除きまして大変低いと、その中であらゆる

部分で生産性を高めていかなければならない

んじゃないかというふうに思っていることが

基本にあります。 

 それでは、入らせていただきます。本市の

浄化槽くみ取り清掃料金は、５人槽で３万円

強、７人槽で４万円強と推定されます。他市

では、５人槽で２万1,000円、７人槽で２万

4,000円という例がございます。また、本市の

浄化槽くみ取り清掃料金は、し尿収集料金と

比べて１ℓ当たり単価が４割から５割、割高で

あります。市全体では、し尿くみ取り浄化槽

清掃料金は、推計で２億5,000万円を超えると

思われます。これはすべて住民負担となって

おります。住民負担の軽減という観点から、

料金の引き下げはできませんかと。 

 ２番、し尿くみ取り料金は、市で定めてお

りますが、浄化槽くみ取り清掃料金について

は定められておらず、業者が自由に決めてお

りますが、その理由についてお伺いします。

これは、聞かなくてもわかっているんですけ

れども、それを聞いて、ちょっと議論してみ

たいなと思っております。 

 ３番、浄化槽くみ取り清掃は市が許可を与

えた業者が行うことになっていますが、料金

について市は把握しているんですかと。また、

業者はどのようにして料金を決めていますか。

これは、準公共料金ではないんでしょうかと。

また、業者によって料金が異なる点について、

どう考えますか。また、浄化槽のメーカーや

機種によって、容量は大きく異なりますが、

その点はどうしんしゃくされますか。 

 ４番、適正価格についてどう考えています

かと。何が適正かというのは、大変難しいか
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と思いますけれども、市のお考えをまず聞い

て、ちょっと議論したいなと思っています。 

 そして５番、これは、浄化槽の適正管理に

ついて、どのような対策を考えておられます

かと。９月議会でも言いましたけれども、個

人の設置されている浄化槽の清掃がきちっと

されていなくて、近隣に迷惑をかけていると

いう例がありますので、再度お尋ねいたしま

す。 

 そして６番、生活排水処理基本計画の中で、

ちょっと私、大意と書いてあるんですけれど

も、正確に言わせていただきますと、こうい

うふうになっております。公共下水道の整備

に伴うくみ取り便槽の減少など、今後の排出

状況の変化にも対応した効率的な収集運搬体

制を構築しますというふうになっておるんで

すけれども、どのような検討をされておるの

かということをお尋ねします。 

 ２番に移らせていただきます。ごみの収集

運搬、市直営と業者委託契約費用についてと

いうことです。ごみ収集運搬の業者委託につ

きましては、本年度より、随意契約から入札

による契約になりまして、これにより、ごみ

収集車１台当たりの契約金額も約2,000万円

から1,800万円に削減され、この点は当局の努

力を高く評価させていただきたいと思います。

しかし、収集運搬につきましては、まだまだ

改善の余地が大きいと考えます。現在、市直

営、業者委託を含めた体制と費用はどうなっ

ておりますか。将来、市直営と業者委託を、

また、業者への委託内容をどうしようと考え

ておられますか。 

 ３番、業者への委託契約が３年であること

を踏まえますと、収集運搬体制の見直しの調

査研究を今からでも始めなければ、その２年

半ほど先の見直しというのも、小手先に終わ

ってしまうんじゃないでしょうか。この点を

どう考えておられますか、ということでござ

います。 

 壇上からの質問を終わらせていただきます。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 市民部長。 

〔市民部長（井浦健之君）登壇〕 

○市民部長（井浦健之君）はじめに、し尿収

集料金、浄化槽清掃料金のお尋ねについてお

答えいたします。 

 一点目の浄化槽の清掃料金の引き下げにつ

いてですが、関係機関に確認いたしましたと

ころ、法令に基づく規定がない価格に関する

行政指導の場合、その目的、内容、方法等に

よっては、公正かつ自由な競争を制限し、ま

たは阻害するとともに、独占禁止法違反を誘

発する場合さえあることに十分留意する必要

があり、行政指導によって誘発された行為で

あっても、独占禁止法違反行為の要件に該当

する場合は、同法の適用は妨げられないとの

ことであり、浄化槽清掃の処理手数料の引き

下げを行うことはいたしかねますので、ご理

解をお願します。 

 また、浄化槽の清掃料金がし尿収集料金と

比較して高額であるとのことですが、浄化槽

の清掃につきましては、ただ単にくみ取るだ

けではなく、浄化槽内に生じた汚泥等の引き

出し、その引き出し後の槽内の汚泥等の調整

並びにこれらに伴う各装置及び附属機器類の

洗浄、清掃等の技術料金も含めての料金と考

えており、近隣市町と比較しましても同程度

の金額であると考えています。 

 次に、浄化槽清掃の料金設定についてです

が、昭和47年５月18日付、環整第29号におい

て、厚生省より市町村が処理していない一般

廃棄物の処理手数料を条例で定めることはで

きないと通達されており、本市においても市

直営の業務でないため、手数料条例の制定は

できないため、業者の任意価格となっていま
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す。 

 次に、許可業者が行う浄化槽の清掃料金の

把握についてですが、こちらも本市及び他市

町村の状況を調査いたしましたところ、近隣

市町と同程度であり、本市における浄化槽清

掃手数料が突出して高額であるとは言えない

と考えています。 

 また、業者によって料金が異なる点ついて

ですが、使用状況等からも一概に同じ人槽で

あれば同じ料金とは言えないと考えており、

本市におきましては各許可業者ごとに極端な

開きはないと認識しています。浄化槽のメー

カーや機種によって容量が大きく異なる点に

ついてですが、調査いたしましたところ、最

終清掃のように槽内の全量を引き抜く場合に

おいては、料金に差が生じる場合があるとの

ことですが、定期的な清掃につきましては、

メーカーや機種が異なっておりましても料金

に大きな隔たりはないとお聞きしています。 

 次に、浄化槽の適正管理につきましては、

平成22年度より県からの権限移譲により本市

が行うこととなり、このことを受け、本市で

は市内浄化槽管理者に対し、適正管理の指導

及び啓発を順次行っているところです。今後

は、浄化槽の維持管理を怠った者については、

浄化槽法により罰則規定もあることを周知し、

適正管理について周知徹底を図ってまいりま

す。 

 最後に、生活排水処理基本計画の中の「よ

り合理的効率的な収集体制の検討」について

ですが、現在、橋本市一般廃棄物処理基本計

画の改定を行っており、橋本市一般廃棄物処

理基本計画策定委員会において検討してまい

りたいと考えています。 

 次に、二点目のごみ収集運搬、市直営と業

者委託契約、費用についてにお答えします。 

 まず、はじめに市直営、業者委託を含めた

体制と費用についてのおただしですが、議員

ご承知のとおり、平成21年８月から広域ごみ

処理場移行に伴いごみ収集運搬の業者委託の

体制が２社から５社に変更、さらに本年４月

よりコースや収集体制の見直しと随意契約か

ら競争入札により、平成23年度から平成25年

度までの３年間の契約を行いました。現在の

直営と業者委託を含めた体制と費用は、直営

については、全職員のうち、ごみ収集運搬に

従事する人員は、正規職員17名、嘱託職員３

名、臨時職員２名の計22名で、収集車両はロ

ータリー車、パッカー車、軽四ダンプなどの

塵芥処理車４台と収集運搬トラック７台の計

11台です。費用については、直営と委託のご

み収集業務内容に違いがあるため、経費の単

純な比較はできないものと考えますが、平成

23年度予算ベースの推計値で申し上げますと、

ごみ収集に要する経費のうち、臨時的経費及

び委託料を除き、1,534万4,000円となります。

これに従事職員22名分の各種保険料を含む人

件費は１億4,758万2,599円となり、直営のご

み収集運搬に係る費用は１億6,292万6,599円

となります。 

 次に、委託業者についてですが、収集体制

としては、全５社で可燃ごみ収集車５台、そ

の他４台の計９台となっており、収集人員は

可燃ごみ車両は３名乗車、その他車両は２名

乗車で計23名となっています。費用について

ですが、平成23年度予算ベースで全５社総額、

１億5,077万2,000円の委託額となっています。

可燃ごみ収集運搬については、橋本市衛生自

治会のご協力により、週１回収集実施地区の

増加等により、平成23年度より収集運搬体制

の見直しを図り、収集車両の２台減少を図り

ました。また、業者委託についても指名競争

入札を採用し、経費の削減を図っているとこ

ろです。しかし、議員ご指摘のとおり、現在

の収集運搬体制については改善の余地がある

と考えますので、業者委託につきましては、
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橋本市行政改革推進計画の基本的な考え方に

基づいて進めてまいりますが、現状の問題点

等の実態把握に努めるとともに、調査研究を

行い、平成26年度以降の新たな収集体制につ

いて、より効率的な収集体制の見直しを図っ

てまいりたいと考えておりますので、ご理解

賜りますよう、よろしくお願いします。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君、再質問

ありますか。 

 ８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）それでは、最初の１番

から再質問をさせていただきます。 

 まず、料金が条例化されていないというこ

とにつきまして、これは通達もございますし、

それから独占禁止法の絡みもあるかとは思い

ます。ただ、これが私もいろいろと調べてみ

たんですけども、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律及び浄化槽法等を拝見させていただ

ても、どこをどう読んでも、これはできなと

いう条文はないんですよね。おもしろいこと

が、担当部局で津の和解の調書というのを調

べていただきました。それを私も拝見させて

いただいて、大変興味深いことがわかりまし

た。というのは、その通達が出される昭和46

年前後以前には、条例で縛っていた自治体が

多数あったと、それがこの通達を出されるこ

とによって、急激に条例で定めている自治体

が減ってしまったということがわかりました。

日本はアメリカのような訴訟社会ではござい

ませんので、あるいは国の通達を尊重すると

いう地方自治体の体質といいますか、もあっ

てそういうふうになったんじゃないかなとい

うふうに思っているんですけれども。部長に

お伺いしますが、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律、浄化槽法のどこをどう読めば国の

言うような通達の解釈ができるんでしょうか。

というのは、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律上で言いますと、こういうふうになって

います。許可を受けた者、これは浄化槽の許

可を受けた者ですけれども、当該市町村が地

方自治法第228条第１項の規定により、条例で

定める収集及び運搬並びに処分に関する手数

料の額に相当する額を超える料金を受けては

ならないというふうに廃棄物の処理及び清掃

に関する法律では決まっておると。これ以外

に国が言う通達ですね、行政指導になるのか

よくわかりませんが、この解釈はどうして出

てくるんでしょうか。法律のどこからその解

釈が出てくるのでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君の再質問

に対する答弁を求めます。 

 市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）確かに、議員のお

っしゃられるとおり廃棄物の処理及び清掃に

関する法律等を見ましても、そういった関係

は載っておりません。そういった状況であっ

たからこそ、それぞれの市町村においていろ

んな手法で料金が決められてきたという経緯

になっておるんじゃないかと私自身は考えて

おります。そういった中で、国としてやはり

そういった決め方についてはおかしいやない

かということで、昭和47年にそういった問い

合わせが厚生省にあり、厚生省のほうで市町

村の業務としてやっておらない分についての

使用料を条例で定めることについては適切で

ないといった国としての考え方がまとめられ

たということの中で、それぞれ条例を制定し

ておった市町村がそこから外していったと。

近隣の町村の中でも、１町ですけども、過去

に条例で制定しておったといった町が近隣に

もあったというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）要するに、国の通達以

外に合理的な説明、万人が理解のできるよう

な条文はないんですね。その点は私、指摘さ
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せていただきたいと思います。 

 もう一つは、おもしろいのは津の和解の調

書の中の原告派の主張というのがございまし

て、この中でおもしろい主張をしています。

というのは、この地方自治法あるいは廃棄物

の処理及び清掃に関する法律上の規定という

のは、市が直接収集運搬をするか委託契約を

するかの場合に使えるんだと、そうでないと

きは使えないんだという主張があります。こ

れは、その理由の中でこういうふうに言って

ます。つまり、直営の場合あるいは委託収集

の場合と、許可業者の場合とで料金が異なる

といけないので、直営あるいは委託収集の場

合は料金を定めることができるんだと、こう

いう主張を原告はされていますね。私、これ

を見て、大変不思議な主張だなというふうに

思ったんです。といいますのは、民間の自由

な価格形成に委ねますと、住民はそれぞれ異

なる価格でお願いせんとしゃあないというこ

とになるんですね。競争を阻害してはいけな

い、競争してくださいよということであれば、

住民は、Ａの業者とＢの業者とでやっていた

だくときに値段が違ってきますよね。それは

いいんですかというんですね。行政がして直

営でしますよと、民間でもしてますよと、こ

の場合は料金が異なってはいけませんよと、

こういう主張ですね。じゃあ、民間でしてい

るときは異なってもいいんですかと、この点、

おかしいと思いませんか。そうでしょう。そ

れと、これは僕は公共料金に近いものだろう

と思うんですよ。なくてはならない大事な仕

事、水、水道もそうですしね。あるいは電気

なんかもそうなんですよ。そういうものに同

等の仕事であると思います。このことについ

て、料金が異なる、しかもこれは市の仕事で

すよね。一般廃棄物の処理については、これ

は市の仕事です。水道もそうですけれども、

そういう市がしなければならない仕事の料金

がそれぞれ異なることもあり得ると、あるい

は異なっているということがいいんでしょう

か。水道は、山の上であれば高くて平地であ

れば安いというようなことはないですよね。

どこでも一律の料金ですね。それから、下水

もそうですね。下水も山の上であろうが、あ

るいは人口過疎の地域であろうが、人口密集

地であろうが、処理料金は一緒です。その点

から考えても、この浄化槽の清掃料金がそれ

ぞれ異なってしまうというのは、市がしなけ

ればならない仕事を民間にやっていただいて

いるにしましても、おかしいと思いませんか。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）先ほど、壇上から

の答弁でも答弁させていただいたわけですけ

れども、今、議員がおっしゃられるように価

格差というのは、市としてはないというふう

に認識をしております。ただ、槽内の全量を

抜き取ると、浄化槽を下水へつないでいくと

いった場合に全量を抜き取るわけですけれど

も、そういった場合には多少の金額の差とい

うんですか、通常汚泥をくみ取りしていただ

いている金額よりも金額が高くなるといった

状況はあろうかというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）私が聞いているのは、

そういうことではなくて、要するに異なる場

合が生じるでしょう、今のシステムの中では。

それは、市としてはいいんですか。水道も下

水もみんな単一料金ですよね。浄化槽料金だ

けが違うことが生じるおそれがある。あるい

は、実際違っていますわ、今。これ、ええん

ですかということを聞いているんです。まあ、

聞いてももう同じ答えしか返せないでしょう

から、もう答弁はいいです。その点だけ指摘

しておきますね。というのは、これね、大変

難しい問題がたくさんあるので、私は今回、
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問題点をあぶり出していただいてよりよい方

向に一緒に考えていきたいな、業者も含めて

というふうに思っています。 

 次に行かせていただきたいんですけども、

９月議会のときに部長に私が調べた資料をす

べてお渡ししていますよね。お渡ししている

中で、ほかの自治体はうちの市と比べても随

分安いところが幾つかあるんですね、うちの

市が突出して高いとは言いません。近隣市町

村と比べても決して高いわけじゃないです。

でも、実際そうやって安いところもある。し

かも、この、私が挙げさせていただいた茨城

県でしたかな、稲敷市というところは人口は

５万人弱、業者も８業者いらっしゃる。うち

は６業者ですね。そこがやっていても、そこ

はうちよりも随分安いんですよね。あるいは、

釧路市なんかもそうですね。釧路市も、これ

もちょっと大きなまちになりますけれども、

実際のところ５人槽で２万6,600円、あるいは

７人槽で３万5,900円と、うちよりも２割から

３割以上安いです。こういうところがある。

あるんですから、これはやっぱり、やり方に

よって下げる余地があるとは考えられません

か。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）９月議会のときに、

議員のほうからも資料をいただきましたし、

我々も資料をインターネット等で調べたら、

今おっしゃられたとおりで低いところもござ

います。ただ、そういった金額設定をされて

いる市町というのは極めて少ないという状況

がまず一つあろうかなと思います。そして、

和歌山県内どうなんかということで調べさせ

ていただきました。ただ、この料金について

は、公表しないでくれといった各担当者の話

もありましたので、金額は申し上げられませ

んけども、我々の調べた範囲の中では橋本市

の現在の手数料につきましては、決して高く

ない、むしろほかのところよりも若干低目の

金額というふうになっておるというふうに理

解をしております。ただ、市といたしまして

も許可を出しておる限り、それぞれの業者の

料金が把握していないということにつきまし

ては、やはりどうかなというところがござい

ますので、更新のときには、料金表の添付も

業者のほうへお願いしていきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）これは、適正価格は何

かということにもつながってくるんですけど

ね。周辺と比べても高くないというのは、私

も認識しております。おりますけども、常に

値段というの、価格というのはですね、可変

的なものだというふうに私はとらまえたい、

とらまえるべきだろうと。今、急激にいろん

なものの価格が大きく変動しております。オ

イルのように大変上がっているものもありま

すし、あるいは、コモディティといいますか、

そういうものにつきましては、大きく下落し

ております。これは企業努力によるものでご

ざいますけどね。ですから、この浄化槽ある

いは、し尿くみ取り料金につきましても、業

者あるいは市が一緒になって、やはり住民の

負担をできるだけ軽くしていくという努力は

常にしていかなければならないものだという

ふうに思いますし、下げていくことの可能性

は必ずあるものだというふうに、私は思いま

すので、そこの努力をお願いしたいんです。 

 先ほど、答弁いただいたんですけども、次

の改定のときには、料金を届け出ていただき

たいとするようにすると言っていただきまし

た。これはよそでもやっていますね。熊本と

かいろんなところでやっています。浄化槽法

で言いましても、規則第10条のところで、許

可申請の添付書類というところで、市町村が
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必要と認める書類を添付させることができる

となっていますので、これ、ぜひやっていた

だきたいなと思います。 

 ここの、私が指摘させていただきたいのは、

本市の今の収集運搬体制がもっと考える余地

があるんじゃないでしょうかということを指

摘したいんです。業者も要らん手間をかけて

いるというか、要らん費用がかかるような収

集運搬システムになっているんじゃないでし

ょうかと。ちょっと例を言わせていただきま

す。これちょっと資料が一部ないんですけど、

昭和60年、1985年ですか、ちょうど城山がで

きて５年たったぐらいですね。このころから

ずっと本市のし尿あるいは浄化槽の量は増え

続けてきてました。いつまで増えてきたかと

いいますと、平成13年、2001年までずっと増

えて、約３割以上増えています。それからそ

の平成13年をピークとしてずっとほぼ一貫し

て減少してきております。今現在どの地点に

おるかといいますと、現在の量はだいたい、

昭和63年から62年ぐらいの量にまで減ってき

ています。ピークから言いますと、約２割ほ

ど減ってきてます。私は指摘させていただき

たいのは、何のためにこういうことを言って

いるかというと、その当時のし尿をくみ取る

車、バキュームカーですけれども、数ですね。

これが、車の数ですけれども、平成12年、13

年の時点、要するにピーク時ですね、処理量

が最も多くなった時の台数は21台なんです。

そこからずっと減り続けてきているんですね。

今、業者が、あるいは市と業者が持っている

車の台数は、減っているにもかかわらず増え

ているんです。21台から29台まで増えている

んです。もうちょっと言いますと、昭和60年

の資料しかないんですけれども、このときと

現状から言いますと2,000ｔ多いんですね、昭

和60年から比べますと2,000ｔ多いんです。昭

和60年のときにじゃあ何台あったかといいま

すと、16台なんです。現象から言いますと、

ピーク時の21台であっても十分収集はできる

んじゃないかというふうに推察されるんです

ね。この点で言いましても、車の数で言いま

しても、もうちょっと考える余地があるかな

というふうに考えますが、いかがですか。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）今、議員のほうで

今現在の車両が29台というふうに申されたと

思うんですけども、現在21台でございます。

直営車両が１台ございまして、残りの20台が

委託、許可業者の車両ということで、合計21

台でございます。車両が多いというご指摘で

すけども、これも、今、市の内部の中で検討

委員会をつくりまして議論をしておるわけで

すけれども、合特法との関係も出てきますの

で、そこらの関係も整理しながら、検討して

いきたいというふうに考えております。そう

いうことでございます。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）ちょっと私が調べた中

では、登録車両は28台あるんですよ。21台で

すか。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）直営が１台で、許

可車両が20台でございます。合計21台という

ことです。はい。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）それでは、生活排水処

理基本計画が制定されましてから、５年の中

間になります。この中でも、もっと検討して

いくということになっているんですけども、

先ほども答弁いただいたんですけど、ちょっ

とよくわからなかったです。 

 その前に、ちょっと戻らせていただきます。

どう戻るかといいますと、まず、またもとに

戻るようですけども、市のし尿の収集車が１
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台ありますね。これも、私、大分前に「何で

持ってんのいつまでも、業者さんに渡したら

ええやない」ということで聞かせていただい

たら、これも先ほどの市が直営でしてなかっ

たら料金が決められない、だから持っている

んだということでございました。じゃあ、こ

の市の直営の部分というのをずっと持ってい

くんでしょうか。この部分は、委託契約で業

者さんが実際に仕事が減ってきているという

ことを業者さんもおっしゃっているんですか

ら、いつまでも市が抱えている必要ないんじ

ゃないでしょうか。これを業者さんに委託契

約されたらいいんじゃないでしょうか。この

点はどうですか。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）少し過去の経緯か

ら申し上げたいと思うんですけども、私ども

で調べた範囲で多少違っておるところがあろ

うかと思うんですけども。本来、し尿収集に

ついては全市というんですか、旧橋本市の場

合ですけども、許可業者にお願いするといっ

た予定をしておったらしいんですけども、進

入困難な箇所等があるということで、その部

分については市が行くことになったと聞いて

おりますし、もう一つの理由としまして、緊

急用、いわゆる災害等が起こった場合にとい

うことで、市の直営を残したといった、そう

いった過去の経緯があるわけでございます。

そういった過去の経緯を踏まえながら、先ほ

ど申しましたように合特法との関係もござい

ますので、検討をしていきたいと、合特法の

中で検討させていただきたいというように考

えております。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）これは、ぜひもう渡し

ていただきたいと思います。委託契約にすれ

ば問題ないわけですから。仕事が減ってきて

いるとおっしゃっているんやから、仕事を市

が何も抱えている必要はないと思います。 

 それと、妙な話なんですが、いろんな歴史

がありますので、業者としっかりとお話し合

いを重ねていただくことが必要でございます

けども、料金が法定でできないとなってきま

すとね、河内長野市がやっているような全部

委託ということも考えられるんですね。委託

にすれば料金を定められる、その中で適正価

格をやっていくということも考えられます。

それは、いろんなことがありますけども、も

う一度、私が申し上げたいのは価格というの

は可変的なものだと、努力によって下げるこ

とが、余地があるもんだという基本的な考え

方に立ってこれから取り組んでいただきたい

なというふうに希望いたします。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）済みません。今、

議員のほうから委託という話が出ましたので、

誤解があったらあきませんので、ご説明をさ

せていただきたいと思うんですけども、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律施行令の第４

条第６項の中に一般廃棄物の収集とこれに係

る手数料の徴収をあわせて委託するときは、

一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がそ

の収集に係る手数料を徴収しないようにする

ことといった条文がございます。したがいま

して、くみ取りに委託をして浄化槽の汚泥を

抜き取りに行っていただいたときに、そのと

きに抜き取るだけで料金は後日、市なり業者

が集金に行かなならんといった状況が生まれ

てくるわけでございます。そういったことか

ら言いますと、費用的に言いますと、市のほ

うでまた収集に行くということになれば当然

それに対する職員の配置もしていかなならん

ということで、費用的にもむしろ反対に高く

なっていくんじゃないかなといった考えもご

ざいますので、念のために申し上げたいと思
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います。 ○市民部長（井浦健之君）現在の職員をどう

していくかということについては、今のとこ

ろ決定はしていないというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）それはもう、やり方一

つです。今のごみ袋と同じようなやり方もご

ざいます。それはもうやり方一つで、どうに

でもなるというふうに私は、まあどうでもな

ると言ったら語弊がありますけれども、いい

方法があるだろうというふうに考えてござい

ます。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）従来の随意契約から入

札による選定のときにも、私が申し上げたこ

とがあるんですけども、直営でやるのがいい

のか、業者でやるのがいいのか、これは十分

検討する余地がありますよということを申し

上げました。業者でやるほうが安くつくのか

どうかということは、官民競争入札という言

葉もございますけど、もっともっと考えてい

く余地がありますよね、現実のところ。現業

の方17人をそのまま置いてやっていくという

のは、やっぱり費用対効果という点から言っ

て、大変問題があるなというふうに私は考え

ます。それと、委託の内容なんですが、今現

状どうなっているかというと、業者は集めに

行くだけなんです。住民からのクレーム、あ

るいはごみをとってないからとりに来いとい

うのはみんな市が行っているんです。委託の

内容を見直されるときにこういう住民からの

要望あるいはクレーム、あるいは置き去りの

ごみの処理、あるいは住民に対する啓発業務

というようなことも含めて委託の内容にする

というようなことも検討の余地はあるんでし

ょうか。 

 時間がないので、とにかくそういうことを

希望させていただいて、これからより効率的

な、そして住民負担を少しでも下げられるよ

うに市のほうも業者としっかりとお話し合い

をしていっていただきたいなと。特に業者に

は、大変大事な仕事をしていただいておりま

すので、業者の利益も十分尊重されたうえで

取り組んでいただきたいなというふうに思い

ます。 

 次に移らせていただきます。ごみ収集です

けども、まず、聞きたいのは市の直営の17人

の正職員がいらっしゃいます。この部分につ

いて、どうされるんですかと。17人の現業の

職員をそのままずっと置いておいてやるんで

すか、それとも何かお考えなのですか、とい

うことですね。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）これも先ほど、壇

上から答弁させていただいたわけですけれど

も、私どもの立場から申し上げますと、橋本

市行政改革推進計画の中で、ご議論いただい

たものの中で仕事をしていきたいなというふ

うに考えております。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）先ほど申し上げま

したように、この23年、今年から新しく３カ

年の委託、競争入札の中で委託始まっており

ます。その中で、残り２年の中で、今現在も

いろんな問題をお聞きしております。そんな

ことを整理しながらこの２年間、２年間とい

うか１年半ぐらいの間の中で問題点を整理し

て次の入札に生かしていきたいなというふう

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）要するにまだ方針決ま

ってないということでよろしいんですか。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 
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に考えております。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）実際、いろんな問題が

発生していますわね、先日も質問ございまし

たけれども。それに対して、業者委託ではき

め細やかに対応できないから、市がやらんと

しゃあないという実態になっとるんですよね。

そこは大いに考える必要があるんかなという

ふうに思います。内容につきましても今３年

契約でやられてます。それと、塵芥車の減価

償却、これが３年です。３年ではじかれてい

ると思います、委託契約の積算金額ですね。

ざっと700万円かそこらするというふうに聞

いておりますけれども。じゃあ、みんながみ

んな、これ、今回受けられた業者、新車でや

られてるんですか。700万円、800万円する新

車でごみ収集に当たられているか、その点は

把握されていますか。 

 それと、もう一つ言うと市の塵芥車、これ

はもう10年選手、まあ10年選手がおるか、ま

あそれに近い、そして稼働している車もある

んですね。700万円で10年使っていただくと、

実際要る金は、年間70万円なんです。３年で

やめますと、１台700万円としますと、280万

円なんです。そこで180万円ほどの差が出てく

る。今９台ありますのでそれだけでも1,000

万円以上の差が出てくる。この辺を今後契約

の積算をされるときあるいは、契約を出され

るときに大いに考える余地があると思います。 

 それと、もう一点言うと、３年先にどの程

度の見直しをかけるかということなんです。

実際今年も委託されましたけど、ごみ量の把

握等が、時間もなくて一生懸命やっていただ

いたんやけど、どうしても細かな設計ができ

ずに見切り発車でせざるを得なかった、その

ためにいろんなトラブルも発生したというの

もあります。３年先に契約内容を見直すとき

には、そういう調査を、コースあるいは地区

ごとのごみ量、あるいは季節ごとの変動とか

もつかんでいく必要があるんですけども、こ

れをすることを求めたいんですけども、でき

ますか。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）おっしゃられると

おり、トラブルが発生したというのも事実で

ございます。そういったこともありましたの

で、次回についてはごみ量も一定の把握をし

ていきたいなというふうに考えておるわけで

す。ただ、トラブルになった中には、今現在

本市の施策の一つとしてごみの減量という形

で進めておるわけです。そんなわけで週１回

地区が増えたといったことも、業者との契約

の中での、ちょっとトラブルが起こった原因

の一つということもあります。どうしてもご

みの収集を週１回ということで、それぞれの

ところにお願いに行っている中で、途中でう

ちの区、うちの自治会がごみの収集を週１回

にするといった状況になれば、当然またいろ

んな状況は生まれてくるであろうとは思って

おりますけれども、これについては極めて予

測することが難しいといったところがござい

ます。ただ、今現状のそれぞれの地域のごみ

がどれだけのごみ量が出ておるのかといった

調査というのは、これは当然していく中で設

計というのを組んでいかなならんなというふ

うに考えておりますので、次回の契約の中に

はそれを生かしていきたいなというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）大変ご苦労いただいて

やっているというの、私も十分理解できます

し、よくわかっているし、その中であえて物

を言わせていただいているんです。ごみ収集

の１回への変更というの、確かに設計の中に
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組み込むことが難しいかもしれませんけども、

今回の委託の中の混乱には、それでなくて起

こったことがかなり大きくあったんですよね。

それは設計をする段階できちっと細かな設計

をする資料は足らなかったと、あるいは時間

が足らなかったという中で起こってるんで、

次の、あともう２年半ほど先の話ですよね。

そのときのために、実際やる調査を、新しく

契約をしていくときにより大きく改善したも

のにしていくための調査をする体制が今では

ないんじゃないですかと。このままでいきま

すと、ちょっとした見直しに終わらざるを得

ないんじゃないでしょうかということを私は

懸念申し上げているので、この点をどう考え

ているのかと。実際、今の体制でそんな調査

できないでしょう。調査しようとすれば人を

つけるか、あるいは業者に委託する、委託費

用をつけるかしないとできないです、現実ね。

このままでいきますと、私は小手先の見直し

で終わってしまうでしょうというふうに言っ

ておるんですが、いかがですか。 

○８番（中西峰雄君）私が見るところは無理

です。今の体制ではできないと思います。や

るというならやっていただきたいと思います

けど、現実には私は無理なことをおっしゃっ

ているなというふうに感じます。そこでお尋

ねしますが、市長でも副市長でもいいんです

けども、できるんですか。 

○議長（井上勝彦君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）先ほどから中西議員

のほうからご指摘いただいております課題と

いうのは、私も十分承知はいたしております。

どういった点を見直していくべきかというの

は、いろんな情報も今収集している最中でし

て、これまで３年間という比較的短い期間を

設定したというのにも、これは理由がありま

す。そういったことで、今後は期間ももう少

し長く、それと当然、減価償却の考え方も法

定減価償却でなしに、取り組んでる考え方と

いうのも全国的には幾つかありますし、県内

でもそういった取り組みもされておりますの

で、そういった点の改善も当然盛り込みなが

ら、今後、次の委託に向けてしていかなけれ

ばならない事項と心得ておりますので、体制

も含めまして考えていきたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）ごみの委託等の関

係につきましては、特命主幹を１名配置して

いただいております。これは合特法も含めて

の担当主幹でございます。そういった中で、

環境美化センター等とも連絡というんですか、

調整を図りながら、現有体制の中で１回やっ

てみたいなと、また環境衛生課の中の職員も

含めてそれぞれ手伝いというんですか、いう

のをしていただきながらやっていきたいとい

うように、まだ２年半されど２年半という期

間やと思うんですけども、精力的に、どんな

方法が一番早くスピーディーにできるのかと

いうことも含めてやっていきたいと、そうい

うふうに考えております。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）しっかりやってくださ

いとしか言いようがないですね。 

 それと、本当に私、本市のごみの収集にか

かる費用は、決してこの周辺の市町村と比べ

て高いとは思っておりません。むしろ、よく

頑張っていただいているなという評価をさせ

ていただいております。でもそれは、それよ

り以上できないのかということではなくて、

先ほども言いましたけれども、料金というの

は、価格というのは可変的なものであると。

周辺価格がうちよりも高いからとか、同等だ

からうちもこの程度でいいんだよということ

ではだめなんだろうと。価格破壊というのは

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 
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そういうところから生まれてこないんですよ

ね。変えられるという基本的な考え方の中で

価格が低下していっているということをよく

踏まえていただきたい。 

 もう一点、最後にお聞きしますけれども、

ごみ処理基本計画でしたか、これの今、見直

しをしておりますけれども、これとの関係で、

特に私は本当にこの直営、直営でやる部分と

業者の部分を真剣に考えていただきたいなと。

基本は業者委託していくということで、業者

のほうで、より効率的な収集運搬をしていた

だいて、効率的な価格形成をしていただくの

が一番いいと思いますけども、それが難しい、

あるいは直営でやっても可能であるというよ

うなことも十分考えられますので、そこも踏

まえて、そこのこともこのごみ処理基本計画

の中でしっかり検討をして、業者委託でいく

んであれば、委託でいくほうがいいんであれ

ば、直営でずっといくよりも業者でいくほう

がいいんだという理由付けをしっかりしてい

ただきたいなというふうに思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）今、そういったこ

とを含めて検討をしていただいている途中で

ございます。そういったご意見があったとい

うことも含めて、一度、また委員会が近々に

ございますので、その中で申し上げていきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）なかなか、１番の問題

にしましても２番の問題にしましても難しい

と思います。特に１番の問題で言いますと、

生活排水処理基本計画の中でうたわれている

こと、より効率的な収集運搬体制を構築して

いきますというふうになっているにもかかわ

らず、まず言いますと、５年間、下水の整備

は徐々にやってきましたけども、このし尿と

浄化槽清掃については全く何にもしておられ

なかったと、こなかったということは事実で

ございますので、ちょうど今、真ん中です。

10年の中の中間の見直しの時期になりますの

で、これからこの部分についてもしっかりと

従来どおりでいいんだという考え方ではなく、

やっていただきたいなと希望して終わらせて

いただきます。 

○議長（井上勝彦君）これをもって、８番 中

西君の一般質問は終わりました。 

 この際、10時45分まで休憩いたします。 

（午前10時29分 休憩） 
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